
電気通信事業法第33条第２項及び第７項に基づく 

第１種指定電気通信設備との接続に関する契約約款 
 

 

  

目次                      

第１章 総則  

 第１条 約款の適用  

 第２条 約款の変更 













 第７節   形態３－２ 加入者交換機接続インタフェース（ＭＦ用インタフェース)  

 第８節    形態３－３  加入者交換機接続インタフェース（多数事業者間接続用インタフェース）  

 第９節   形態４－１ 削除  

 第 10節   形態４－２ 削除  





 

別 ２

 

ース） 

27．２ 削除 

27．３ ＩＰ通信網収容局ルータ接続インタフェース仕様（ISDN 一次群速度ユーザ・網インタフェ 

ース） 

27．４ 削除 

 27．５ 削除 

28   削除 

28．１ 削除 

28．２ 光信号伝送装置接続インタフェース仕様（１Gbit/sタイプ／10Gbit/sタイプ） 

29．１ 信号網接続用インタフェース仕様１ 

29．２ 信号網接続用インタフェース仕様２ 

30   光回線設備を介して当社の光回線設備以外の指定電気通信設備と接続する場合の技術的 

条件 

31．１ 光信号電気信号変換装置接続インタフェース仕様（非集線型） 


